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支
給
対
象
者
（
次
の
①
〜
③
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
人
）

①
障
害
者
手
帳
（
身
体
障
害
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

②
10
月
１
日
現
在
で
１
年
以
上
菊
池

市
の
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人

③
障
害
（
基
礎
・
共
済
・
厚
生
）
年

金
を
受
給
し
て
い
な
い
人

年
金
の
額　

５
、０
０
０
円
（
年
額
） 

支
給
日　

12
月
20
日
（
火
）・

　
　
　
　
　
　

21
日
（
水
） 

申
請
手
続
き

　

印
鑑
、
障
害
者
手
帳
、
通
帳
を
持

参
し
て
、
各
総
合
支
所
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
期
間

　

10
月
３
日
（
月
）
か
ら
10
月
31
日

（
火
）
ま
で

※
た
だ
し
、
土
日
・
祝
日
は
除
く
。

申
請
受
付
時
間

　

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

問
い
合
わ
せ
先　

菊
池
総
合
支
所
健

康
福
祉
課
、
七
城
・
旭
志
・
泗
水
の

各
総
合
支
所
民
生
課

　

全
国
で
高
齢
者
を
狙
っ
た
住
宅
リ

フ
ォ
ー
ム
詐
欺
が
相
次
ぎ
、
県
内
で

も
被
害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　

手
口
は
、
水
道
や
床
下
、
屋
根

裏
等
の
無
料
点
検
と
称
し
て
訪
問

し
、
「
工
事
を
し
な
い
と
家
が
ボ
ロ

ボ
ロ
に
な
る
」
な
ど
と
不
安
を
あ
お

る
よ
う
な
こ
と
を
言
い
、
高
額
な
リ

フ
ォ
ー
ム
工
事
の
契
約
を
さ
せ
る
も

の
で
す
。

　

契
約
を
急
が
せ
る
の
も
特
徴
の
ひ

と
つ
で
、
一
度
契
約
し
て
し
ま
う
と

次
々
に
違
う
工
事
の
契
約
を
迫
っ
て

く
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

次
の
こ
と
に
注
意
し
て
、
こ
う
し

た
消
費
ト
ラ
ブ
ル
に
対
処
し
て
く
だ

さ
い
。

契
約
す
る
前

・
知
ら
な
い
人
は
、
絶
対
に
家
に
入

れ
な
い
こ
と
。

・
必
要
な
工
事
か
ど
う
か
を
家
族
や

知
人
等
に
相
談
す
る
こ
と
。

・
そ
の
場
で
す
ぐ
に
契
約
せ
ず
、
ほ

か
の
信
頼
で
き
る
業
者
に
も
見
積

り
さ
せ
る
こ
と
。

契
約
し
た
後

・
契
約
書
を
受
け
取
っ
て
か
ら
８
日

以
内
で
あ
れ
ば
、
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
が
で
き
ま
す
。

・
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
期
間
を
過

ぎ
て
い
て
も
、
販
売
方
法
等
に
問

題
が
あ
れ
ば
、
契
約
の
取
消
し
も

可
能
で
す
。

　

高
齢
者
を
消
費
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
守

る
た
め
に
は
、
未
然
防
止
と
早
期
発

見
が
大
切
で
す
。

①
高
齢
者
宅
に
見
か
け
な
い
車
が
停

車
し
て
い
た
ら
声
を
か
け
て
み
る

②
訪
れ
た
際
に
見
慣
れ
な
い
も
の
が

あ
っ
た
ら
聞
い
て
み
る

な
ど
、
日
頃
か
ら
地
域
で
共
に
暮
ら

す
み
ん
な
が
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課　

ま
た
は

　

熊
本
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
６
（
３
５
４
）
４
８
３
５

　

政
府
の
月
例
経
済
報
告
に
よ
れ

ば
、
６
月
の
有
効
求
人
倍
率
０
・
96

倍
、
完
全
失
業
率
４
・
２
％
を
受
け

て
「
弱
さ
を
脱
す
る
動
き
が
見
ら
れ
、

穏
や
か
に
回
復
し
て
い
る
」
と
の
見

方
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

確
か
に
、
全
国
の
求
人
状
況
は
上

昇
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
菊
池
管
内

の
有
効
求
人
倍
率
は
県
平
均
の
０
・

70
倍
を
下
回
る
０
・
57
倍
と
、
依
然

と
し
て
厳
し
い
雇
用
情
勢
が
続
い
て

い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
菊
池
で
は
、
求
人
企
業
と
就

職
希
望
者
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
解
消
を

図
り
、
求
人
の
充
足
と
求
職
者
の
早

期
就
職
の
実
現
を
目
的
と
し
て
、
就

職
面
接
会
「
菊
池
会
場
」
を
次
の
と

お
り
開
催
し
ま
す
。

と　

き　

10
月
20
日
（
木
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

合
志
町
総
合
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
「
ヴ
ィ
ー
ブ
ル
」

内　

容

　

一
般
求
職
者
（
平
成
18
年
３
月
卒

業
予
定
者
を
除
く
）
を
対
象
と
し
た

就
職
面
接
会

※
事
前
申
込
み
不
要

参
加
予
定
者

・
求
人
企
業　

40
社

・
求
職
者　

４
０
０
人

問
い
合
わ
せ
先

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
菊
池
（
菊
池
公
共

職
業
安
定
所
）
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
部

門　
　
　
　
　

☎
（
24
）
８
６
０
９

INFORMATION INFORMATION
　

山
鹿
裁
判
所
で
は
「
法
の
日
」
週

間
行
事
の
一
環
と
し
て
、
無
料
法
律

相
談
を
行
い
ま
す
。

　

一
般
法
律
問
題
、
家
庭
問
題
、
登

記
、
サ
ラ
金
・
破
産
問
題
な
ど
に
つ

い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
、
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
裁
判
所
見
学
と
公
判
傍
聴

は
い
つ
で
も
で
き
ま
す
の
で
、
気
軽

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
無
料
法
律
相
談

と　

き　

10
月
３
日
（
月
）

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

と
こ
ろ　

熊
本
地
方
・
家
庭
裁
判
所

山
鹿
支
部

担
当
者　

民
事
・
家
事
調
停
委
員
、

検
察
庁
、
法
務
局
お
よ
び
検
察
審
査

会
の
各
職
員
お
よ
び
弁
護
士

相
談
内
容　

民
事
・
刑
事
の
法
律
問

題
、
サ
ラ
金
・
破
産
問
題
、
離
婚
・

相
続
な
ど
の
問
題
、
登
記
、
人
権
問

題
な
ど

裁
判
所
見
学
お
よ
び
公
判
傍
聴

　

土
曜
、
日
曜
、
祝
祭
日
を
除
き
い

つ
で
も
可
能
で
す
が
裁
判
の
な
い
日

も
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
裁

判
所
庶
務
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

熊
本
地
方
・
家
庭

裁
判
所
山
鹿
支
部

　
　
　
　
　
　

☎
（
44
）
５
１
４
１

学
習
テ
ー
マ　

油
絵
入
門

対
象
者　

一
般
市
民

募
集
人
員　

20
人

※
20
人
に
な
り
次
第
募
集
を
締
め
切

り
ま
す
。

実
施
期
間　

６
日
間

※
10
月
４
日
〜
11
月
８
日
の
毎
週
火

曜
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、
一
部

変
更
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

実
施
時
間

　

午
後
６
時
〜
午
後
８
時
30
分

受
講
費
用　

１
人　

１
、
８
０
０
円

※
キ
ャ
ン
バ
ス
、
絵
の
具
な
ど
、
制

作
に
必
要
な
最
小
限
の
画
材
代
を

含
み
ま
す
。

応
募
方
法　

往
復
は
が
き
に
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
性
別
と
県
立
学
校
等

開
放
講
座
受
講
希
望
と
明
記
し
、
熊

本
県
立
菊
池
高
等
学
校
宛
て
に
送
付

し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
先　

〒
８
６
１
‐
１
３
３
１

　

菊
池
市
隈
府
１
３
３
２
‐
１

　

菊
池
高
校
開
放
講
座
担
当
者　

宛

※
返
信
は
が
き
で
、
受
講
の
可
否
、

開
講
日
時
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

受
講
費
用
は
開
講
日
に
お
支
払
い

く
だ
さ
い
。

応
募
期
間　

９
月
13
日
（
火
）
〜

　
　
　
　
　

９
月
26
日
（
月
）

問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
県
立
菊
池
高
校
（
吉
田
）

　
　
　
　
　
　

☎
（
25
）
３
１
７
５

と　

き　

10
月
４
日
、
11
日
、
18
日
、

　

22
日
、
25
日
、
11
月
１
日
、
８
日
、

　

15
日
、
18
日
（
計
９
日
間
。
午
前

　

９
時
〜
午
後
４
時
予
定
）

と
こ
ろ　

県
庁
会
議
室
ま
た
は
母
子

休
養
ホ
ー
ム
「
し
ら
ゆ
り
会
館
」

（
熊
本
市
錦
ヶ
丘
）

定　

員　

30
人
程
度

受
講
資
格

　

次
の
い
ず
れ
も
満
た
す
人
。

・
母
子
家
庭
の
母
ま
た
は
寡
婦

・
就
業
の
た
め
簿
記
習
得
の
必
要
の

あ
る
人
で
、
講
習
の
全
日
程
に
出

席
で
き
る
人

受
講
料　

無
料
（
た
だ
し
、
テ
キ
ス

ト
代
、
検
定
試
験
の
検
定
料
は
自
己

負
担
）

申
込
み
方
法　

各
総
合
支
所
福
祉
担

当
課
窓
口
に
申
し
込
み
下
さ
い
。

（
締
切
は
９
月
20
日
）

そ
の
他　

本
年
度
の
家
庭
生
活
支
援

員
養
成
講
習
会
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

２
級
課
程
準
拠
）
の
受
講
者
の
人
は
、

本
年
度
の
初
級
簿
記
講
座
を
受
講
で

き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

・
熊
本
県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立

支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
６
（
３
５
１
）
８
７
７
７

・
熊
本
県
子
ど
も
家
庭
福
祉
課

　

☎
０
９
６
（
３
８
３
）
１
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　

内
線
７
１
２
７

・
菊
池
市
役
所
福
祉
課
子
育
て
支
援

係
、
各
総
合
支
所
福
祉
担
当
課

無
料
法
律
相
談
並
び
に
裁
判
所

見
学
と
公
判
傍
聴
が
で
き
ま
す

〜「
法
の
日
」週
間
〜

平
成
17
年
度
県
立
学
校
等

開
放
講
座
参
加
者
募
集

　６月中旬から菊池市内でサルが目撃されています。
　サルは中型のサル１頭～２頭で、主に農家住宅の納屋や畜舎などで目撃され
います。現在のところ大きな被害はありませんが、サルが居つかないように次
の点に注意してください。
・絶対に餌をやらない
・野菜くず、生ゴミを農地や山野に捨てない
・収穫が終わった農地や果樹園には何も残さない 
問い合わせ先　農林振興課、菊池・泗水・七城・旭志の各総合支所産業振興課
　または　菊池地域振興局林務課　☎（25）4111

　菊池市では、10月から住民異動届（転入届、転居届、
転出届、世帯変更届など）を対象に届出人（または委
任状を持った代理人）が本人であることを確認するた
め、本人確認書類の提示をお願いします。
　これは、住民異動届提出時の本人確認を厳格にする
ため、住民基本台帳事務処理要領の改正が行われたた
めで、第三者による本人に成りすました虚偽の届出を
防止することを主な目的としています。
　窓口などに手続きにお越しになる市民の皆さんに
は、負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
します。
窓口にお越しの際は、次のものを持参してください
・写真貼付の身分証明書
　持参人の住民基本台帳カード、運転免許証、パスポー
ト、外国人登録証明書、身体障害者手帳、その他法人
の代表者、所属する団体の長または官公庁が発行した
写真貼付の身分証明書
・写真貼付の身分証明書がない場合
　持参人の健康保険証、年金手帳、銀行などの預金通
帳、社員証、学生証、キャッシュカードなど
問い合わせ先
　市民課　または
　七城・旭志・泗水の各総合支所民生課市民係

10月から
住民異動届の提出の際
本人確認を実施します

免許証などの身分証明書を窓口にお持ちください

虚偽の届出を防止するため

菊
池
市
身
体
障
害
者
等

福
祉
年
金
支
給
制
度

悪
質
な
訪
問
販
売
に
よ
る

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
に
注
意

就
職
面
接
会
が「
菊
池

会
場
」で
開
催
さ
れ
ま
す

　菊池広域連合は事務所を移転することになりま
した。これに伴って事務所の住所、電話番号が次
のように変わります。

移転日　９月26日（月）
事務所住所　〒 861-1295
　菊池市泗水町福本 383番地
　菊池市泗水総合支所３階（旧泗水町役場）
電話番号　・総務課（代表）（38）0171
　　　　　・管理課（38）0172
　　　　　・介護保険課（38）0173
　　　　　・FAX（38）0175
問い合わせ先　菊池広域連合　☎（23）1311

〜
母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
へ
、就
業
に
役
立
ち
ま
す
〜

初
級
簿
記
講
座

（
日
商
簿
記
３
級
準
拠
）

受
講
者
募
集

受
講
者
募
集

受
講
者
募
集

菊池広域連合の事務所が移転します

サルが目撃されています。注意してください


